
さ い た ま 市

選 挙 管 理 委 員 会

告 示 番 号

さいたま市選挙管理委員会告示名 公布年月日

さ い た ま 市

選 挙 管 理 委 員 会

告 示 第 ３ ０ 号

さいたま市公職選挙執行規程の一部を改

正する告示
令和３年８月４日

さ い た ま 市

選 挙 管 理 委 員 会

告 示 第 ３ １ 号

さいたま市選挙管理委員会及びさいたま

市区選挙管理委員会の所管する行政手続

等における情報通信の技術の利用に関す

る規程の一部を改正する告示

令和３年８月４日



さいたま市選挙管理委員会告示第３０号

 さいたま市公職選挙執行規程の一部を改正する告示を次のように定める。 

  令和３年８月４日

さいたま市選挙管理委員会委員長  大 倉  浩    

   さいたま市公職選挙執行規程の一部を改正する告示 

さいたま市公職選挙執行規程（平成１５年さいたま市選挙管理委員会告示第２８号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表中下線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあっては「改

正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後部分に

改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（投票用紙及び不在者投票用封筒の郵送） 

第２４条 令第５３条第１項、令第６５条の１３の規定により

読み替えて適用される令第５３条第１項、令第５９条の４第

４項及び特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例

に関する法律施行令第１条第３項の区委員会が定める日は、

当該選挙の公示又は告示の日前２日とする。ただし、法第４

８条の２第１項第４号に掲げる事由に該当する選挙人その

他区委員会が特に認める選挙人に係る投票用紙及び不在者

投票用封筒等の郵送等については、この限りでない。 

２ [略] 

（投票用紙及び不在者投票用封筒の郵送） 

第２４条 令第５３条第１項、令第６５条の１３の規定により

読み替えて適用される令第５３条第１項及び令第５９条の

４第４項の区委員会が定める日は、当該選挙の公示又は告示

の日前２日とする。ただし、法第４８条の２第１項第４号に

掲げる事由に該当する選挙人その他区委員会が特に認める

選挙人に係る投票用紙及び不在者投票用封筒等の郵送等に

ついては、この限りでない。 

２ [略]

   附 則

この告示は、公布の日から施行する。



さいたま市選挙管理委員会告示第３１号

 さいたま市選挙管理委員会及びさいたま市区選挙管理委員会の所管する行政手続等における情報通

信の技術の利用に関する規程の一部を改正する告示を次のように定める。 

  令和３年８月４日

さいたま市選挙管理委員会委員長  大 倉  浩    

   さいたま市選挙管理委員会及びさいたま市区選挙管理委員会の所管する行政手続等における情

報通信の技術の利用に関する規程の一部を改正する告示 

さいたま市選挙管理委員会及びさいたま市区選挙管理委員会の所管する行政手続等における情報通

信の技術の利用に関する規程（平成３０年選挙管理委員会告示第２０号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあっては「改

正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後部分に

改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

さいたま市選挙管理委員会及びさいたま市区選挙管理

委員会の所管する行政手続等におけるさいたま市情報

通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規程 

さいたま市選挙管理委員会及びさいたま市の区の選挙管理

委員会の所管する行政手続等に関し、電子情報処理組織を使用

する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場

合については、他の条例等に特別の定めのある場合を除くほ

か、さいたま市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条

例施行規則（平成１８年さいたま市規則第１５４号）の例によ

る。 

さいたま市選挙管理委員会及びさいたま市区選挙管理委

員会の所管する行政手続等における情報通信の技術の利

用に関する規程 

さいたま市選挙管理委員会及びさいたま市の区の選挙管理

委員会の所管する行政手続等に関し、電子情報処理組織を使用

する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う

場合においては、他の選挙管理委員会規程に特別の定めのある

場合を除くほか、さいたま市市長の所管する行政手続等におけ

る情報通信の技術の利用に関する規則（平成１８年さいたま市

規則第１５４号）の例による。 

   附 則

この告示は、公布の日から施行する。


